
提言
（意見）

３月定例会  一般質問

2年に1度市民アンケートで意見や要望を収集してい
る。経済的支援や子供の遊び場、保育所の不足が指
摘された。市では、市独自の支援金や認定こども園の
整備など、ニーズに合った施策を展開し対応している。

子育て世代の声を把握するための取り組みや、
市民からの意見や要望への対応について伺う。

令和6年度は長沼と仁井田地区に認定こども園を
開設し、稲田幼稚園に3歳児学級を設ける予定で
ある。また、健康観察アプリの導入で
保護者の負担を軽減する。

子育て世代が須賀川市に住み続けたいと思
えるための、今後の施策や方針について伺う。

A

A A

A
身体的・精神的な事由などから一般の避難所で
の生活が困難な要支援者の負担を軽減するため
設置するもの。対象者は、75歳以上のひとり暮ら
し高齢者や高齢者のみの世帯、要介護３以上の
居宅で生活している方、身体障害者手帳１級また
は２級の所持者などを対象。

拠点的福祉避難所（市保健センター等３か
所）の役割や対象者などについて伺う。
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二次的福祉避難所は、専門性の高いサービスを
必要とする場合、あるいは災害の規模や種類に
より拠点的福祉避難所での受入れが難しい場合
などに、市から社会福祉施設などへ要請し設置
するもの。移送については、避難行動要支援者の
家族、支援者が行うことが原則だが、移送が困難
な場合は、移送支援の協定を締結している事業
所に要請し対応する。

拠点的福祉避難所から二次的福祉避難所への
避難条件や避難の流れ、移送方法について伺う。

避難の支援者や避難方法などを定めた避難行動
要支援者個別避難計画の策定を進めており、そ
の計画に基づき対応する。

二次的避難所に移送することも困難な医療
的ケアを必要とする方の避難への対応方法
について伺う。

要介護認定３以上の方、75歳以上の高齢者のみ
の世帯の方のうち、自ら避難することが困難な方
など、障がい者においては、身体障害者手帳１・２
級所持者のうち、視覚、聴覚の障がいや肢体不自
由な方、療育手帳Ａ所持者など。令和６年１月１日
現在の避難計画作成対象者数は、4,020人。現在、
浸水想定区域に居住し、かつ自ら避難することが
困難な要介護高齢者などに対する課題等の洗い
出しを行い、避難行動要支援者個別避難計画作
成のモデル事業として進めていく。

避難行動要支援者個別避難計画の対象者と
作成の状況、作成を推進するための取り組み
について伺う。

６月定例会  一般質問

提言（意見） デジタル化の推進により、保護者や先生方の負担軽減につながる施策展開を進めるよう求める。

提言
（意見）

対象者数の4,020人という多くの市民の命がかかった施策であり、要介護高齢者や障がい者に焦点を当てたモデル事
業の進捗に期待する。須賀川市は誰一人取り残さない防災体制があると市民に安心してもらえる早期体制整備を求める。

提言
（意見）

障がい者支援施策を着実に実行し、障がい者の自立や事業所の安定的な運営につながることを期待するとともに、
須賀川市が障がい者雇用のモデルとなれるよう、引き続き取組を推進していただきたい。

子育て世代の定住促進について

災害時に避難行動要支援者が安全に避難できる体制整備

須賀川牡丹園について

９月定例会  一般質問

翠ヶ丘公園 Park‐PFI によるにぎわい創出
山寺池公園におけるＰａｒｋ‐ＰＦＩ事業展開の可能性についても、
今後、サウンディング調査や事業者への意向調査を実施し、設置
指針の作成や公募に結び付けていただけるよう求める。

提言
（意見）

ＳＮＳを利用した有料広告を使用することも効果が高いと考える。
ＳＮＳ広告は関心を持ちそうなユーザーに対して効率的にアプロー
チでき、広告費の無駄を減らし、費用対効果を最大化すると考えら
れるため、低予算で効果的に観光客を呼び込める効果の高い宣
伝方法を検討していただくことを求める。動画はこちらから▶

動画はこちらから▶

動画はこちらから▶

健康増進や疾病予防の推進、ケース対応や
虐待対応等が複雑化していることなどから、
福祉部門への専門職配置の要望があり、そ
の必要性の高まりについて把握している。
福祉部門への専門
職配置については、
必要資格や人数を
含め、採用方法など
について調査研究
を進めたい。

Q

私自身、前職で地域包括支援センターや障がい者虐
待防止センターに所属し、虐待対応を行ない、市民の
命に関わる場面に何度も立ち会ってきた。そこで、関
係部署に専門職である理学療法士や作業療法士等の
リハビリ職及び福祉専門職であり、権利擁護分野にた
けている社会福祉士や精神保健福祉士等を採用し、
配置する必要があると考えるが、当市の考えを伺う。

専門的知見を有する人材の活用について

A

12月定例会  一般質問 動画はこちらから▶

認知症を抱える方の増加が見込まれる中、
行政、市民、地域、企業などが一体となっ
て認知症に対する関心を高め対応していく
ことが求められ、支援条例の制定は、その
指針を示すものとして大変重要であると認
識している。今後は条例制定に向け、取り
組み方や条文の内容、スケジュールなどに
ついて検討していく。

Q
認知症支援条例の制定を通じて、地域全体で認知
症の方を支える体制づくりを進めていくことが重要
と考えるが、市として条例を制定する必要性や方針
はどう考えているか伺う。

福島県初となる認知症支援条例制定へ

A

事業所が受託可能な業務内容や特徴が記
載されたガイドブックなどを活用し、引き続
き周知に努めることで発注の可能性は高ま
ると考えている。また、事業所の意向も踏
まえながら、現在、市が直接委託している
公共施設などの清掃業務について、実施に
向けて検討していく。

Q

障がい者の方が取り組みやすい公的業務（軽作業や文
書の封入、清掃業務など）を、通所する就労継続支援
事業所に委託可能と考える。そうした業務の委託を増
やすことで障がい者の工賃向上につなげる可能性につ
いて考えを伺う。また、市内の公共施設等の清掃業務
を市内各事業所へ委託することについての考えを伺う。

障がい者の工賃向上に向けて【優先調達推進法の促進】

A

令和６年定例会
一般質問

令和6年の本会議にて行われた一般質問の中から
提言も含めた一部を紹介します。

質問の詳細は
各定例会の動画をご覧ください。




